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内部統制システムの整備に関する基本方針について 

 
当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システムの整備に関する基本方針について、下記の

通り決定しましたのでお知らせいたします。 
 
記 

 
内部統制システムの整備に関する基本方針 

 
１．取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
（１）取締役及び使用人の法令・定款遵守を徹底するため、コンプライアンス担当取締役を置き関係規程

の制定・整備、さらに行動指針を定めたコンプライアンス小冊子の制定等を行い啓蒙教育活動を実

施するとともに、「コンプライアンス委員会」を設置、定例的に開催することにより法令等遵守状況

を確認し、コンプライアンス体制の維持・向上を図ることとする。 
（２）取締役会では取締役間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督し、また必要に応じ監査役

の意見を求め或いは外部の専門家を起用しアドバイスを受け、違反行為を未然に防止することとす

る。 
（３）内部監査室による計画的な監査の実施により、業務活動の妥当性や法令等の遵守状況のチェックを

行う。法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合は、すみやかに取締役

会及び監査役会に報告するものとする。 
（４）法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報システムを整備し、「内部通

報規程」に基づきその運用を行うこととする。 
 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
取締役の職務執行に係る文書その他の情報については適正に記録し、「文書管理規程」及び「情報シ

ステム管理規程」に従い適切に保存及び管理を行うこととし、常時閲覧可能な状態を維持することと

する。 
 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
（１）当社の事業展開に係るリスクを認識し、その把握と管理を行い、発生の回避のため及び発生した場

合の適切な対応のための体制を構築する。 
（２）管理部担当取締役をリスク管理総括責任者と定め、各部門担当取締役と共にカテゴリー毎のリスク

を体系的に管理するため、既存の｢経理規程｣、「与信管理規程」、「品質管理規程」、「安全衛生規程」、

「非常災害対策規程」等に加え必要なリスク管理規程を新たに制定する。 
（３）不測の事態が発生した場合には、対策本部等を設置・組織し迅速に対応を行い損害の拡大を防止し

これを最小限に止める体制を整えることとする。 
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
（１）中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定するものとする。また、取締役、監

査役及び各事業部門長により構成された予算委員会において、定期的に各事業部門長より業績のレ

ビューと改善策を報告させ、具体的な施策を実施させ、効率的な業務遂行体制を構築する。 
（２）取締役の職務執行が効率的に行われるための体制の基礎として、取締役会を 毎月１回定例開催す

るほか、必要に応じて適宜機動的に臨時開催するものとし、経営の基本方針及び経営に関わる重要

事項のすべてを付議し、十分な情報・資料をもとに慎重な討議を行い、その審議を経て決定するも

のとする。 
（３）取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌、職務権限規程等において、そ

れぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めることとする。 
 
５．当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
（１）子会社の経営管理については、「関係会社管理規程」に従い、当社への稟議・報告制度による子会

社経営の管理を行うものとする。 
（２）個々の子会社を所管担当する取締役及び担当部署は、子会社の業務執行状況を十分に把握し、損失

の危険及び法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、遅滞なく取

締役会及び監査役会に報告するものとする。 
（３）内部監査室等による子会社への往査及び監査法人による国内外の重要子会社への往査を通じて業務

執行状況の監査を実施するものとする。 
 
６．監査役の職務を補助すべき使用人及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項 
（１）監査役が必要とした場合は、監査の支援のために補助すべき使用人を置くことができる。 
（２）監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受け

ないものとする。 
  
７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、その

他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
（１）取締役及び使用人は当社及びグループ各社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監

査役会に都度報告するものとし、また監査役会の定めるところに従い監査役の要請に応じて必要な

事項の報告及び情報提供を行うこととする。 
（２）監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び他の業務執行

に関する重要会議に出席することとする。 
（３）監査役は、会計監査人、内部監査部門等と情報交換に努め、連携して当社及びグループ各社の監査

の実効性を確保するものとする。 
以 上 


